
保健・医療
INDEX
●健康について…P73��

健康について 病気の予防や費用の助成など健康づくりのために健診や相談、
助成金制度をご利用ください。

感染防止の3つのポイント
基本的な感染防止対策を取り入れた生活様式を実践し、再び感染が拡大しないようにしましょう。
小まめな手洗いや
手指消毒をする

▼�せっけんを使って、丁寧に手を
洗う。

人との距離に応じて
マスクを活用する

▼�マスクが無い時は、袖やティッ
シュ・ハンカチで口と鼻をおおう。

「3密」（密集・密接・密閉）
を避ける

▼��3つの密が重なる場所は特に避けて、
小まめに換気をする。

1 2 3

密集 密接
密閉

もう習慣付いていますか？

最新の情報は左の
二次元コードから
市HPへアクセスし
て入手してください

�コロナと共存する現在の、新しい生活様式�

買い物 食事 公共交通機関の利用

▼��計画を立てて素早く済ます。
▼��1人または少人数で空いた時間に。
▼���レジに並ぶ時はスペースを。
▼���電子決済を利用。
▼���購入しない品物は、なるべく触らない。

▼���出前や持ち帰りを利用。
▼��料理は大皿を避け、個々に。
▼���お酌やグラスの共有はしない。

▼���混んでいる時間帯は避ける。
▼��マスクの着用や咳エチケットを徹底し、
会話は控えめに。
▼���徒歩や自転車利用も併用。
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　新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防
し、まん延防止を図るため、ワクチン接種を行っていま
す。接種を受ける場合にはインターネットまたは電話
からの事前予約が必要となります。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
●新型コロナワクチン接種予約方法
▼WEB予約サイト
▼コールセンター　TEL.0120-611-287

予防接種
●定期接種等

取扱窓口 保健予防課��TEL.626-1114

取扱窓口 コロナワクチン対策室
TEL.622-1171

　感染症を予防するために、各種予防接種を行ってい
ます。予防接種は、種類ごとに対象年齢や接種回数を定
めていますので、対象年齢の範囲内に受けられるよう
に計画を立て、接種漏れがないようにしましょう。
●新型コロナワクチン接種

健康診査・がん検診

健康づくり

取扱窓口 健康増進課��TEL.626-1129
　生活習慣病の予防や病気の早期発見・早期治療のた
めに、特定健康診査（国保加入者）、各種がん検診、肝炎
ウイルス検診、骨粗しょう症検診、歯科健診などを実施
しています。年に1回（乳がん検診は2年に1回）健診を
受け、自分の健康を確かめましょう。社会保険などの国
保以外の医療保険に加入している人の特定健康診査に
ついては、各医療保険者にお問い合わせください。詳し
くは、「健康づくりのしおり」をご覧ください。

健康診査・がん検診の申込方法
　保健センターや地区市民センターなどの会場で受診
する「集団健診」と市内の指定医療機関で受診する「個
別健診」があります。どちらも事前のご予約が必要で
す。
　「集団健診」を受診する場合には、電話また
はインターネットから。
　集団健診予約センターTEL.611-1311

　「個別健診」を受診する場合には、「健康づくりのしお
り」、「市ホームページ」をご覧の上、直接、各医療機関
へ。

受診券について
　健康診査・がん検診を受診する場合には、宇都宮市発
行の健診受診券が必要になります。
　受診券は毎年4月に発送していますが、お手元に無い
場合は再発行いたします。

集団健診予約システム▶

受診券再発行フォーム▶
（成人の健康診査）
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保健所（竹林町972番地）
・保健所総務課　TEL.626-1102
・健康増進課　　TEL.626-1128
・保健予防課　　TEL.626-1114
・生活衛生課　　TEL.626-1108

夜間休日救急診療所
済生会
宇都宮病院県庁

河内庁舎
競輪場通り

大通り

保健所の地図

県庁前通り
東小

宇
商
通
り

白
沢
街
道

田��

川
JR
宇
都
宮
駅

宇
商
高

市保健センター
（トナリエ宇都宮9階）

保 健 所

●エイズ（HIV抗体）検査・性感染症（クラミジア・梅毒）検査
　匿名、無料のエイズ（感染したと思われる日から3カ
月経過後）、クラミジア・梅毒（感染したと思われる日か
ら1カ月経過後）の検査と相談を、毎週水曜日の午前9時
～10時に保健所で、毎月原則第4日曜日の午後1時～3
時30分に市保健センターで行います（予約制）。
●肝炎ウイルス検査
　匿名、無料のB型・C型肝炎ウイルス（感染したと思わ
れる日から6カ月経過後）の検査と相談を、毎週水曜日
の午前9時～10時に保健所で、毎月、原則、第4日曜日の
午後1時～3時30分に市保健センターで行います（予約
制）。

精神保健・難病などの相談や講座
取扱窓口 保健予防課��TEL.626-1114 取扱窓口 保健予防課��TEL.626-1114
感染症の検査・相談

　精神保健、難病などの講座や相談、訪問指導を行いま
す。また、精神科医師や精神保健福祉士が相談を受け
る、「精神保健福祉相談（予約制）」や、統合失調症の正し
い理解と患者への対応について学習する、「精神保健家
族教室」などを行います。
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重度心身障がい者医療費、精神障がい通院医療費の助成

医療費の助成

取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2361
●重度心身障がい者医療費助成
　健康保険が適用された医療費の自己負担分を市が助
成します。
助成対象者 身体障がい者手帳1・2級の人。療育手帳A
（A1・A2）の人。身体障がい者手帳3・4級と、療育手帳
B1を併せ持つ人。精神障がい者保健福祉手帳1級の人。
助成されるもの 医療保険の自己負担分（小学6年生ま
での子どもの場合、「こども医療費」を優先）。
受給資格者証の申請手続き 健康保険証、本人名義の普
通預金通帳、印鑑（ゴム印不可）、身体障がい者手帳、療
育手帳または精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの
上、障がい福祉課（市役所1階）へ。
助成の申請 受給資格者証、助成申請書、領収書（医療機
関で証明を受けたもの）、印鑑（ゴム印不可）をお持ちの
上、障がい福祉課または各地区市民センター・出張所
へ。申請期間は、診療月の翌月から12カ月以内（診療月
の翌年の同月末まで）です。
●精神障がい者通院医療費助成
　自立支援医療（精神通院）が適用された医療費の自己
負担分を市が助成します。
助成対象者 自立支援医療（精神通院）の支給認定を受
けた人で、世帯の所得区分が低所得（市民税非課税世
帯）の自立支援医療受給者証（精神通院）の備考欄にB1・
B2の表示のある人。ただし、重度心身障がい者医療費受
給資格者証をお持ちの人は除く。
助成の申請 自立支援医療受給者証（精神通院）、自己負
担上限額管理票、本人名義の普通預金通帳、印鑑（ゴム
印不可）をお持ちの上、障がい福祉課または平石・富屋・
姿川・河内地区市民センターへ。

その他の医療費助成
取扱窓口 保健予防課��TEL.626-1114
　結核医療、指定難病・特定疾患、肝炎治療費について
の助成。

後期高齢者医療制度
高齢者のための医療

取扱窓口 保険年金課��TEL.632-2307
対象となる人 75歳以上の人および次に該当する65歳
以上75歳未満で、栃木県後期高齢者医療広域連合の認
定を受けた人。
　①身体障がい者手帳1～3級と4級の一部
　②療育手帳総合判定A
　③精神障がい者保健福祉手帳1・2級
　④障がい年金1・2級　など。
自己負担割合など 1割負担＝一般課税世帯、住民税非
課税世帯に属する人。3割負担＝現役並み所得者、住民
税の課税所得が年145万円以上の被保険者（同一世帯
の被保険者も含む）。ただし、同一世帯の他の被保険者
を含む収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で
383万円未満の場合、または同一世帯の70～74歳の人
を含め520万円未満の場合は1割負担。
令和4年10月1日から、下記の条件に該当する方は自己
負担割合が2割になります。
2割負担＝現役並み所得者を除く、住民税の課税所得
が年28万円以上の被保険者（同一世帯の被保険者も
含む）。ただし、同一世帯の他の被保険者を含む収入
合計額が2人以上で320万円未満、1人で200万円未
満の場合は1割負担。
高額療養費 1カ月の医療費の自己負担額が自己負担
限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます（該当
する場合は、後日通知しますので、振込先口座が未届の
人は申請してください）。
限度額適用・標準負担額減額認定証 77ページの表の住
民税課税所得145万円以上、380万円以上および低所
得者Ⅱ・Ⅰに該当すると、申請により認定証が交付され
ます。医療機関窓口で認定証を提示すると、同一医療機
関での1カ月の医療費の支払いが、自己負担限度額の範
囲内となります。また、低所得者Ⅱ・Ⅰに該当すると、入
院時の1食当たりの食事代も、表の負担額が適用されま
す。
※自己負担限度額の表は77ページをご覧ください。
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区分 自己負担
割合

自己負担限度額 入院時の一食当
たりの食事代外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

住民税課税所得690万円以上
3割

25万2,600円＋（医療費－84万2,000円）×1％

460円

住民税課税所得380万円以上 16万7,400円＋（医療費－55万8,000円）×1％

住民税課税所得145万円以上 8万0,100円＋（医療費－26万7,000円）×1％

一般
（住民税課税所得145万円未満）

1割（※）
※令和4年10月1日から、
（住民税課税所得28万円
以上で145万円未満）2割

1万8,000円
（年間上限14万4,000円） 5万7,600円

低所得者Ⅱ
1割 8,000円

2万4,600円

90日までの入
院＝210円
過去12カ月で90日を
超える入院＝160円

低所得者Ⅰ 1万5,000円 100円

　自己負担限度額（月額）は下の表の通り。

後期高齢者医療制度自己負担限度額（月額）

▼�均等割額は、被保険者全員に等しく負担していただ
くものです（軽減が受けられる場合あり）。
▼�所得割額は、被保険者本人の所得に応じて負担して
いただくものです。

均等割額
4万3,200円

＋
所得割額

被保険者の所得（※1）×8.54％
（※1）前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期（短

期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額（※2）を控除した
額（雑損失の繰越控除は控除しません）

（※2）前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、
2,400万円超で逓減され、2,500万円超でなくなります。

＝保険料年額（上限66万円）

低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税である人。
低所得者Ⅰ 世帯全員が住民税非課税であって、かつ世
帯全員の各所得が必要経費など（年金の所得は控除額
を80万円として計算）を差し引いていずれも0円であ
る人。
※また、特定疾病該当の人は手続きにより費用が軽減されます。
医療費の支給 次の場合には、現金給付が受けられます
ので、申請手続きをしてください。①医師が必要と認め
る補装具などを購入したとき（医師の同意、証明などが
必要）②緊急またはやむを得ない事情で、医療費の全額
を支払ったとき。
交通事故に遭ったとき 交通事故など第三者の行為によ
りけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療が
受けられます。速やかに、保険年金課で手続きをしてく
ださい。
葬祭費の支給 被保険者が死亡したときは、施主の人に
5万円を支給します。
保険料

取扱窓口 保健予防課��TEL.626-1114
　65歳以上の人と、60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器の
機能またはHIVによる免疫の機能に障がいのある人（身
体障がい者手帳1級程度）を対象に、インフルエンザ予
防接種費の助成を行っています。
接種料金 自己負担額1,500円。受診時に医療機関へ直
接お支払いください。市民税非課税世帯や生活保護受
給者、中国残留邦人の認定を受けている人は、接種料金
が免除になりますので、詳しくは、お問い合わせくださ
い。
接種時期 10月1日～翌年3月31日に1回（2回目を希
望する人は全額自己負担）。流行前の11・12月中旬に接
種することをお勧めします。

高齢者のインフルエンザ予防接種
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